
証券コード：8927
2022年10月12日

株 主 各 位
東京都目黒区目黒二丁目10番11号

株 式 会 社 明 豊 エ ン タ ー プ ラ イ ズ

代表取締役会長 矢 吹 満

第54期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第54期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあ

げます。

なお、新型コロナウイルス感染リスクを避けるため、本株主総会当日のご来場をお

控えいただき、書面又はインターネット等による事前の議決権行使をいただくことを

強く推奨申しあげます。特に、感染による影響が大きいとされるご高齢や基礎疾患の

ある株主様、妊娠中の株主様は特に慎重なご判断をお願い申しあげます。議決権を行

使いただける株主様は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022

年10月26日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い

申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年10月27日（木曜日）午前10時（午前９時開場）

2. 場 所 東京都目黒区目黒二丁目10番11号
目黒山手プレイス ９階 明豊エンタープライズ本社 会議室
(会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご
参照いただき、お間違いのないようご注意ください。）

3. 会議の目的事項

報 告 事 項 1. 第54期（2021年８月１日から2022年７月31日まで) 事業報告、
連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計
算書類監査結果報告の件

2. 第54期（2021年８月１日から2022年７月31日まで) 計算書類報
告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。
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◎本株主総会招集ご通知に添付しております事業報告、計算書類および連結計算書類ならびに
株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.meiho-est.com/）において掲載させていただきます。

<<新型コロナウイルスの感染予防に関する対応について>>

※受付前において株主様の体温チェックをいたします。運営スタッフが体調不良と判断した

株主様にはお声掛けのうえ、ご入場をお断りさせていただくことがございます。

※ご来場予定の株主様は、必ずマスクをご持参くださいますようお願い申しあげます。また、

会場内では、必ずマスクをご着用ください。

※本総会の運営スタッフは、体温チェックを含め、体調を確認のうえ、マスク着用で応対さ

せていただきます。

※当社役員につきまして、感染拡大のリスクの低減および会社の事業継続という観点から、

株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみの出席やオンラインによる出席と

させていただく可能性がございます。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況次第では、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合

がございます。

その場合、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.meiho-est.com/）に掲載

いたします。株主の皆様におかれましては、当日ご来場いただく場合でも、事前に当社ウ

ェブサイトを必ずご確認くださいますようお願いいたします。

※株主様の座席の間隔を十分に空けるため、座席数が大幅に減少しております。満席となっ

た場合はご入場をお断りする場合がございますので、予めご了承のほどよろしくお願い申

しあげます。
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見本
見本

こちらに議案の賛否をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

第１・２・５号議案

第３・４号議案

賛成の場合

反対する場合

全員賛成の場合

全員反対する場合

一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印

「否」の欄に〇印

「賛」の欄に〇印

「否」の欄に〇印

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくだ

さいますようお願い申しあげます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場

受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案

に対する賛否をご表示のうえ、

ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案

の賛否をご入力ください。

日 時

2022年 10月 27日（木曜日）

午前10時

（受付開始：午前９時00分）

行使期限

2022年 10月 26日（水曜日）

午後５時30分到着分まで

行使期限

2022年 10月 26日（水曜日）

午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

・ 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有

効な議決権行使としてお取扱いいたします。

また、インターネットによって複数回数又はパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場

合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

・ 当社では、定款第18条の定めにより、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他

の株主の方（１名）に委任する場合に限られます。なお、同条の定めにより代理権を証明する書面

のご提出が必要になりますのでご了承ください。
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御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

（

切

取

線

）

議 決 権 行 使 書

見本

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力すること
なく議決権行使ウェブサイトにログインすること
ができます。

議決権行使
ウェブサイト

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取って
ください。

1

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

「次へすすむ」を
クリック

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の

「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ
遷移できます。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号： 0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）

https://www.web54.net

インターネットによる議決権行使のご案内
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(提供書面）

事 業 報 告

(2021年８月１日から
2022年７月31日まで)

1. 企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウィルス感染症の影響が

長期化する中、感染対策の定着やワクチン接種などの各種感染対策を背景に、

経済活動の制限緩和が徐々に進み景気回復の兆しも見られておりましたが、新

たな変異ウィルスによる新規感染者数が再び増加に転じるなどの未だ予断を許

さない状況にあります。また、ウクライナ情勢の長期化に伴う原材料・原油価

格の高騰、急速な円安による為替動向の懸念など、依然として先行き不透明な

状況が続いております。

当社が属する不動産業界においては、政府による各種支援制度や低金利環境の

継続を背景に、コロナ禍による影響は比較的見受けられず、購入意欲は高い水

準で推移しておりますが、一方で用地価格や世界情勢の緊迫化により建築資材

や住宅設備の供給に制約が生じており、建設工事費のさらなる高騰による不動

産価格への影響等が懸念される状況となっております。

このような事業環境下、当社グループは、各事業セグメントにおいて、以下の

ような取り組みを行いました。

不動産分譲事業においては、情報分析力、事業企画力などの強みを最大限に

生かし、立地を厳選し、仕入れコストを低減することによる市況変動リスクへ

の耐性強化を図りながら物件調達力の強化を推進しております。また主要ブラ

ンド『MIJAS（ミハス）』『EL FARO（エルファーロ）』事業の販売活動において

は、３月より本社事務所内にて新規オープンした接客・セミナールームを活か

し、個人投資家の皆様に対する不動産投資セミナー等を開催することにより、

潜在顧客の掘り起こしと販売活動の強化推進を図っており、「ミハス中野新井薬

師Ⅱ」（東京都中野区）等９棟の引渡し、８月より当社グループ会社となりまし

た株式会社協栄組施工の「エルファーロ代々木上原Ⅱ」（東京都渋谷区）を含め

10棟の引渡し、その他、不動産再生事業『ME BLD.（エムイービルド）』シリー

ズ１棟、その他開発事業用地２物件の引渡しを行いました。
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不動産賃貸事業においては、既存オーナー様の利益を最大化していくため、

エリアマーケティングに加え、ＡＩ査定システム及び成約事例に基づいたベス

トな賃料設定、首都圏仲介会社とのネットワークを活かしたリーシング戦略の

提案によって空室解消を目指し、当社グループの管理物件における高稼働率を

実現しております。またオーナー様との情報交換アプリを導入し、ＣＳアンケ

ートを実施するなど継続的な情報共有・情報交換を図っております。また、主

要ブランドである『MIJAS（ミハス）』『EL FARO（エルファーロ）』シリーズにつ

きましては、商品創りから管理まで当社グループにて一貫した「ワンストップ

サービス」をご提供することにより、高品質、高稼働率の維持に努め、収益性

の高い投資用不動産商品として高評価を得ており、投資用不動産シリーズのリ

ピート購入に繋がるなど、グループ内の相乗効果を発揮しております。

不動産仲介事業においては、不動産分譲事業など他事業を含めた独自の情報

網を活用し、顧客ニーズに合わせた物件紹介を行うことで、収益拡大に努めて

おります。

請負事業においては、当社グループによる『MIJAS（ミハス）』『EL FARO（エ

ルファーロ）』シリーズ４棟の竣工・引渡し、３棟の企画・施工、その他管理物

件の特性に合わせたリフォーム・リノベーションを行い収益獲得に努めました。

以上の結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は、主要ブラン

ド『MIJAS（ミハス）』『ELFARO（エルファーロ）』など投資用不動産の販売案件

が、当初予想を上回る高い利益率・利益額を確保することができ、売上高は、

111億60百万円（前連結会計年度比9.6％増）となり、各段階利益はそれぞれ、

営業利益は11億16百万円（前連結会計年度比13.6％増）、経常利益は９億32百万

円（前連結会計年度比3.0％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は６億40百

万円（前連結会計年度比22.4％減）となりました。
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【報告セグメントの概況】

イ．不動産分譲事業においては、アパート開発事業である『MIJAS(ミハス)』シ

リーズを９棟、賃貸マンションシリーズ『EL FARO（エルファーロ）』を10棟

売却いたしました。また不動産再生事業『ME BLD.（エムイービルド）』シリ

ーズ１棟を売却、その他開発事業用地２物件の売却を行いました。その結果、

売上高は85億53百万円（前連結会計年度比10.4％増）、セグメント利益は10億

50百万円（前連結会計年度比33.4％増）となりました。

ロ．不動産賃貸事業においては、グループ会社である不動産管理会社の管理事

業におけるプロパティーマネージメント報酬等により、売上高は20億36百万

円（前連結会計年度比3.8％減）、セグメント利益は２億19百万円（前連結会

計年度比34.9％減）となりました。

ハ．不動産仲介事業においては、不動産媒介報酬等により、売上高は28百万円

（前連結会計年度比50.7％減）、セグメント利益は25百万円（前連結会計年度

比37.7％増）となりました。

ニ．請負事業につきましては、工事請負の施工及びリフォーム工事等により、

売上高は５億６百万円（前連結会計年度比107.5％増）、セグメント利益は21

百万円（前連結会計年度比621.1％増）となりました。

ホ．その他につきましては、報告セグメントに含まれない事業セグメントであ

り、主に保険代理業等により、売上高は45百万円（前連結会計年度比32.3％

増）、セグメント利益は43百万円（前連結会計年度比31.3％増）となりまし

た。
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② 設備投資の状況

イ．当連結会計年度中に取得した主要設備

特記すべき事項はありません。

ロ．当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充

特記すべき事項はありません。

ハ．当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

特記すべき事項はありません。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

⑦ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

該当事項はありません。
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(2) 財産および損益の状況

区 分
第 51 期

(2019年７月期)
第 52 期

(2020年７月期)
第 53 期

(2021年７月期)

第 54 期
(当連結会計年度)
(2022年７月期)

売 上 高(百万円) 10,638 9,907 10,181 11,160

経 常 利 益(百万円) 291 444 961 932

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 138 305 825 640

１株当たり当期純利益 (円) 5.85 12.96 34.95 27.11

総 資 産(百万円) 11,521 11,448 11,607 13,987

純 資 産(百万円) 4,190 4,372 5,085 5,530

１株当たり純資産額 (円) 176.98 184.69 214.75 234.19

(3) 重要な親会社および子会社の状況

重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当社の議決権比

率
主要な事業内容

株式会社明豊プロパティーズ 33,200千円 100.0％ 不動産賃貸・不動産仲介

株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 15,000千円 100.0％ 不動産賃貸・不動産仲介

株 式 会 社 ム ー ン ア セ ッ ト 50千円 100.0％ 不動産開発・管理
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(4) 対処すべき課題

当社の賃貸アパートメントブランド『MIJAS（ミハス）』事業を中心とする投

資用賃貸不動産市場においては、地方都市を中心として空家数の増加が続いて

おり、全国的な需要回復が難しい中で安定した入居率を確保するには、将来的

にも高い入居率が見込める都心エリアへの重点的な物件供給、また付加価値サ

ービスの提供による差別化戦略が求められております。

このような事業環境下、当社の企業理念である、一生涯のお付き合いをいた

だける様、「モノ創りにこだわった、総合デベロッパー」として、不動産分譲事

業におきまして、当社グループにて開発・販売・物件管理を一体としたワンス

トップサービスの商品として好調な賃貸アパートメントブランド『MIJAS（ミハ

ス）』事業（2022年７月期９棟供給済）、賃貸マンションブランド『EL FARO（エ

ルファーロ）』事業（2022年７月期10棟供給済）を主力事業とし、年間約25棟前

後の供給を計画目標としております。

当社グループの主力事業の市場を含む事業基盤は変わらず堅調であり、現時

点におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響は限定的でありますが、

次期以降も引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大防止に充分配慮の上、事

業の用地仕入れ活動および販売活動を積極的に展開してまいります。

(5) 主要な事業内容（2022年７月31日現在）

事 業 区 分 事 業 内 容

不 動 産 分 譲 事 業
賃貸アパートメント『MIJAS(ミハス）』シリーズ・
賃貸マンション『EL FARO（エルファーロ）』
シリーズの販売他

不 動 産 賃 貸 事 業 賃貸マンションのサブリース業務等

不 動 産 仲 介 事 業 不動産分譲事業に関連して発生する仲介業務

請 負 事 業 工事請負の施工及びリフォーム工事

そ の 他 保険代理業等
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(6) 主要な営業所（2022年７月31日現在）

当 社 本社：東京都目黒区、関西支店：京都府京都市

株式会社明豊プロパティーズ 本社：東京都目黒区

株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 本社：京都府京都市

株 式 会 社 ム ー ン ア セ ッ ト 本社：京都府京都市

(7) 使用人の状況（2022年７月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

88名 17名増

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

33名 ４名増 38.8歳 6.9年

(8) 主要な借入先の状況（2022年７月31日現在）

借 入 先 借 入 残 高

近 畿 産 業 信 用 組 合 942百万円

京 都 中 央 信 用 金 庫 887百万円

世 田 谷 信 用 金 庫 696百万円

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 553百万円

株 式 会 社 東 日 本 銀 行 428百万円

(9) その他当社グループの状況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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2. 会社の状況
(1) 株式の状況（2022年７月31日現在）

① 発行済株式の総数 24,661,000株

② 株主数 6,736名

③ 大株主の状況
株 主 名 持株数(株) 持株比率(％)

矢 吹 満 7,246,400 30.69

株 式 会 社 ハ ウ ス セ ゾ ン 3,417,700 14.47

株 式 会 社 プ リ マ ベ ー ラ 900,000 3.81

田 中 成 奉 607,100 2.57

木 村 鉄 三 500,000 2.12

株 式 会 社 翔 栄 428,400 1.81

増 田 明 彦 345,800 1.46

PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL)
( フ ィ リ ッ プ 証 券 株 式 会 社 )

311,200 1.32

石 原 勝 184,000 0.78

倭 田 稔 155,000 0.66

(注) 当社は、自己株式1,047,160株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は、自己株式（1,047,160株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状

況（2022年７月31日現在）

該当事項はありません。
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② 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に交付した新株予約権の状

況

該当事項はありません。

③ その他新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2022年７月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 矢 吹 満
株式会社麻布ビルディング
ランド・キャピタルパートナーズ株式会社

代 表 取 締 役 社 長
代 表 取 締 役 社 長

取 締 役 社 長 梅 木 隆 宏
株式会社明豊プロパティーズ
株式会社ハウスセゾンエンタープライズ

取 締 役
取 締 役

取締役専務執行役員 安 田 俊 治
管 理 担 当
株式会社明豊プロパティーズ
株式会社ハウスセゾンエンタープライズ

監 査 役
監 査 役

取締役（監査等委員) 萱 野 唯 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 パ ー ト ナ ー

取締役（監査等委員) 島 村 和 也

島 村 法 律 会 計 事 務 所
株式会社スリー・ディー・マトリックス
コ ス モ ・ バ イ オ 株 式 会 社
株 式 会 社 ア ズ ー ム
株 式 会 社 Ｃ Ａ Ｉ Ｃ Ａ

代 表
社 外 取 締 役
社 外 取 締 役
社 外 監 査 役
社 外 取 締 役

取締役（監査等委員) 木 村 鉄 三 株 式 会 社 翔 栄 代 表 取 締 役

取締役（監査等委員) 山 本 泰 史 株 式 会 社 SXA 代 表 取 締 役

取締役（監査等委員) 松 本 悠 平 株 式 会 社 フ ィ ッ ト ラ イ フ 代 表 取 締 役 社 長

(注) １．取締役の萱野唯氏、島村和也氏、木村鉄三氏、山本泰史氏および松本悠平氏は、社外取締
役であります。

２. 当社は特定監査等委員を定め、執行役員会への出席等を通じて情報の収集を行うほか、内
部監査部門から定期的にヒアリングを行い、監査の実効性を確保していることから、常勤
の監査等委員を選定しておりません。

３．取締役島村和也氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知
見を有しております。

４．当社は、取締役の島村和也氏および山本泰史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して指定し、同取引所に届け出ております。
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② 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年２月25日の取締役会にて取締役（監査等委員である取締役を

除く。）、監査等委員会にて社外役員それぞれの個人別の報酬等内容にかかわる

決定方針を決議しております。

当社の役員報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲におい

て、取締役会により代表取締役への委任としております。なお、当社の役員報

酬は、固定報酬のみとしており、業績連動報酬は採用しておりません。

受任者は代表取締役会長矢吹満氏であります。委任された権限は、株主総会

で決議された報酬限度額の範囲においての各取締役の職務と責任及び実績なら

びに経営環境等を勘案しての各取締役の報酬の決定に関する一任であります。

委任理由は、当社の取締役の任期は１年とさせていただいており、代表取締役

は全体を俯瞰できる立場から各取締役の職務と責任及び実績ならびに経営環境

等を鑑みて、各取締役の報酬の決定ができるためであります。また各取締役の

遅滞なき活躍を動機付けるためでもあります。なお、代表取締役は、報酬の決

定にあたり、監査等委員会の意見を聞き充分に検討を行っております。

以上により取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会は

その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

各監査等委員の報酬額は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責

を負うことから、会社の業績に影響を受けない定額報酬としており、監査等委

員会の協議により決定します。

③ 取締役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（監 査 等 委 員 を 除 く ) 4名 78百万円

(うち社外取締役分) ( -)名 ( -)百万円

取 締 役（監査等委員) 6名 17百万円
(うち社外取締役分) (6)名 (17)百万円

合 計 10名 95百万円
(う ち 社 外 役 員) (6)名 (17)百万円

(注) １. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2015年10月29日開催の定時株主総会にお
いて年額200百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役
（監査等委員を除く。）の員数は６名です。

２. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年10月29日開催の定時株主総会において年
額20百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等
委員）の員数は３名です。
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④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、

会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の

追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補

することとしております。ただし、法令違反の行為のあることを認識して行っ

た行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありませ

ん。

⑤ 社外役員に関する事項

社外取締役（監査等委員）

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・当社の社外役員に関する重要な兼職先につきましては、「(3)会社役員の

状況」に記載のとおりでありますが、当社と各兼職先との間には特別の関

係はありません。

ロ．会社または会社の特定関係事業者の業務執行者または業務執行者でない役

員との親族関係

・該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査等委員会への出席状況
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区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社 外 取 締 役
（監査等委員 )

萱 野 唯

当事業年度開催された取締役会20回のうち20回、監査
等委員会12回のうち12回に出席いたしました。弁護士と
しての職歴を通じて法律に関する専門家として、議案・
審議等について、必要な発言を適宜行うことにより、社
外取締役として期待される取締役や幹部役員の業務執行
の監督等の役割を適切に果たしております。

島 村 和 也

当事業年度開催された取締役会20回のうち20回、監査
等委員会12回のうち12回に出席いたしました。公認会計
士および弁護士としての専門的見地から議案・審議等に
ついて、必要な発言を適宜行うことにより、社外取締役
として期待される取締役や幹部役員の業務執行の監督等
の役割を適切に果たしております。

木 村 鉄 三

当事業年度開催された取締役会20回のうち19回、監査
等委員会12回のうち12回に出席いたしました。経営者と
して長年培った経験者としての専門的見地から議案・審
議等について、必要な発言を適宜行うことにより、社外
取締役として期待される取締役や幹部役員の業務執行の
監督等の役割を適切に果たしております。

山 本 泰 史

当事業年度開催された取締役会20回のうち20回、監査
等委員会12回のうち12回に出席いたしました。複数の企
業で培った経験と幅広い見識で客観的な立場から議案・
審議等について、必要な発言を適宜行うことにより、社
外取締役として期待される取締役や幹部役員の業務執行
の監督等の役割を適切に果たしております。

松 本 悠 平

社外取締役（監査等委員）就任後に開催された取締役会
17回のうち16回、監査等委員会10回のうち ９回に出席
いたしました。複数の企業で培った経験と幅広い見識で
客観的な立場から議案・審議等について、必要な発言を
適宜行うことにより、社外取締役として期待される取締
役や幹部役員の業務執行の監督等の役割を適切に果たし
ております。

ニ．責任限定契約の内容の概要
当社と各監査等委員である取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める金額として
おります。
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(4) 会計監査人の状況

① 名称 城南監査法人

（注）当社の会計監査人であった城南公認会計士共同事務所は、2021年10月27

日開催の第53期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。同株主総会

で新たに城南監査法人が会計監査人に選任され就任いたしました。

② 報酬等の額

城南公認会計士共同事務所 城南監査法人

1. 当事業年度に係る報酬等の額 ９百万円 17百万円

2. 当社および当社の子会社が会計
監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

９百万円 17百万円

(注) １. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に
基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分ができませんので、
当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指
針」を参考に、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告を
通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査報酬
の見積り根拠などを検討した結果、会社法第399条第１項の同意をしております。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定方針

監査等委員会は、会計監査人に会社法第340条第１項各号のいずれかに該当す

る事由が認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任

します。また、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難と認められ

る場合には、監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の解任または不再

任に関する議案の内容を決定いたします。
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(5) 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

会社法第362条第４項第６号に基づいて実行する当社の内部統制システムの構築

ならびに会社法施行規則第100条に定める内部統制システムの体制整備についての

決議の内容の概要は以下のとおりであります。

① 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役は、取締役会を通じて、相互に他の取締役の業務執行の監督を行って

いる。また、監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有し、監

査等委員でない取締役とは独立した立場での意見陳述や、監査等委員会規程お

よび監査計画に基づき実施する監査を通じて、監査等委員でない取締役の職務

執行が法令・定款を遵守して行われているかの適法性チェックを行っている。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、取締役会、執行役員会等の重要な会議での意思決定に関する記録や、

その他取締役の職務の執行に係る重要な文書や情報を、法令や社内規程に従っ

て適切に保存・管理し、必要に応じて運用状況の検証、見直しを行っている。

また、意思決定を書面にて行った場合は、稟議規程に定める作成手順と保存方

法により管理している。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

取締役は、リスク管理のための体制や施策等を整備する権限と責任を有して

おり、これに従い、代表取締役直轄の内部監査室、管理部に法務部門を設置し、

法令遵守に関する指導や損失リスクを未然に回避するチェックを担当させてい

る。また、当社ならびにその子会社に事業活動上の重大な事態が発生した場合

には、緊急対策協議会を招集、迅速な対応を行い、損失・被害を最小限にとど

める体制を整える。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

毎月１回取締役会を開催し、法令および取締役会規程に定める重要事項の決

定と取締役の職務執行状況の監督を行う。また、職務執行上の意思決定機関と

して執行役員会を設置することで、取締役会の機能を監督機能に重点化させ、

職務執行の効率化と取締役会のチェック機能を強化している。執行役員会は、

取締役、当社子会社の取締役および必要相当以上の役職者で構成、月１回以上

開催し、重要事項を審議・検討のうえ職務執行上の意思決定を機動的に行うと

ともに、情報の共有化を図っている。
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⑤ 当社ならびにその子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合する

ことを確保するための体制

当社ならびにその子会社は、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程、倫理

規程を整備し、各役職者の権限および責任の明確化を図り、適法・適正かつ効

率的な職務の執行が行われる体制を構築している。

また、当社ならびにその子会社は代表取締役直轄の内部監査室を設置する。

内部監査室は、内部監査規程に基づき業務全般に関し、法令、定款および社内

規程の遵守状況、職務執行の手続および内容の妥当性等につき、定期的に内部

監査を実施し、代表取締役、取締役会および監査等委員会に対し、その結果を

報告する。さらに、内部監査室は、内部監査により判明した指摘・提言事項の

改善履行状況についても、フォローアップを実施する。

当社ならびにその子会社は、内部通報制度運用規程に従い、法令違反その他

コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るための通報または相談

の適正な処理の仕組みを定めている。

⑥ 当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

子会社の管理は、関係会社管理規程に従っており、その経営状況に関する情

報は随時当社の執行役員会に報告され、その経営にかかる重要な意思決定には

当社の意思が反映される体制となっている。また、当社の監査等委員である取

締役による監査ならびに内部監査室による定期的な内部監査は子会社もその対

象としており、それぞれ監査の結果は当社の取締役会ならびに監査等委員会に

報告される体制とする。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役

からの独立性に関する事項

当社は、当社の規模から、当面、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を

置かない。ただし、内部監査室は、監査等委員会から調査の委嘱を受け監査等

委員会の職務を補助するものとし、さらに監査等委員会が必要とした場合、監

査等委員会と協議のうえ合理的な範囲で専任の使用人を配置しその職務を補助

させることとする。なお、当該使用人の任命・異動等に関しては監査等委員会

の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保する。
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⑧ 取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等

委員会への報告に関する体制および監査等委員会の監査が実効的に行われるこ

とを確保するための体制

監査等委員会は、法令、監査等委員会規程および監査等委員会監査基準に則

り、取締役の職務執行の監査を実施する。

監査の実効性を確保し、監査等委員会への適正な報告を確保するため、監査

等委員である取締役は取締役会への出席の他、執行役員会に出席し、経営上の

重要情報について適時報告を受け、意見陳述できる体制とするとともに、重要

な議事録、稟議書等の社内文書についてはその判断に基づき随時閲覧でき、必

要な場合には取締役および使用人に説明を求める権限を持つ。

また、監査等委員会は内部監査室と情報を共有し、会計監査人と連携して、

さらに社内の組織を利用して、取締役および使用人の業務の適法性・妥当性に

つき効率よく調査を行える体制とする。

使用人は、監査等委員会に対して、次に掲げる事項を直接報告することがで

きる。

イ．当社に著しい損害をおよぼすおそれがある事実

ロ．重大な法令または定款違反事実

⑨ 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償

還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る

方針

監査等委員である取締役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払

い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用

または債務が当該監査等委員である取締役の職務執行に必要でないと証明した

場合を除き、速やかに当該費用また債務を処理する。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有

効かつ適切な提出のため、代表取締役の指示の下、内部統制システムの整備・

構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必

要な是正を行うとともに、金融商品取引法および関係法令等との適合性を確保

する。
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⑪ 反社会的勢力との関係遮断

イ. 暴力団・総会屋等の反社会的活動・暴力・不当な要求等をする人物およ

び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。

ロ. 万一、反社会的勢力が攻撃してきた場合にも、これに屈せず断固として

拒否し、「反社会的勢力による被害防止対応マニュアル」に基づき、的確に対応

する。

また内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況は以

下のとおりであります。

当社ならびにその子会社は、管理部を中心に、コンプライアンス・マニュア

ル（倫理規程）の社内周知徹底、インサイダー取引の禁止に関する社内研修を

行う等、時代の求めに応じた内部管理体制の確立を目指しており、社員教育も

このことを念頭に置き実施しております。これらを通じてコンプライアンスの

強化・徹底を図っていくことで、内部管理体制のさらなる充実に引き続き努め

る所存であります。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社における「業務の適正を確保するための体制の運用状況」の概要は以下

のとおりです。

当社は業務の適正を確保するための体制の運用状況を定期的に取締役会に報

告し、必要に応じて適宜見直しを行っております。

① コンプライアンス体制の基礎として企業行動憲章たる「行動指針」をあらゆ

る行動の規範としてコンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るた

め、当社ならびにその子会社の役職員を対象とした研修を１回実施しました。

また、管理部を主管部署として内部統制システムの構築・維持・向上を図ると

ともに、必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドライン・マニュアル等を

策定し、運用状況の評価等を実施しました。

② 内部監査部門として内部監査室に内部監査機能を持たせるとともに、コンプ

ライアンスの統括部署として、管理部にその機能を持たせ、年間監査計画に基

づいて監査を14回実施いたしました。
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③ 監査等委員である取締役は、必要に応じて内部監査室長に対して内部監査に

関する調査を求めることができ、会計監査人とも定期的に情報交換を行ってお

ります。

④ 取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重

要な事実を発見した場合には、直ちにコンプライアンス委員会に報告するとと

もに、遅滞なく取締役会において報告するものと定めておりますが、当事業年

度における当該報告がなかったことを確認しております。

⑤ 法令違反その他のコンプライアンスに関する問題についての社内報告体制と

して、法務部門長及び監査等委員である取締役を情報受領者とする社内通報シ

ステムを整備し、「内部通報制度運用規程」に基づきその運用を行うこととし、

当事業年度において、当該問題を理由とする報告は認められませんでした。
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連 結 貸 借 対 照 表
(2022年７月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金 及 び 契 約 資 産

販 売 用 不 動 産

仕 掛 販 売 用 不 動 産

短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

12,980,191

3,528,925

93,625

2,222,879

6,075,515

725,500

334,414

△668

1,007,393

646,123

190,949

428,215

2,766

5,060

19,132

4,993

356,276

19,800

428,349

395,440

66,770

266,355

△820,440

流 動 負 債 4,020,187

買 掛 金 278,927

短 期 借 入 金 884,500

1年内返済予定の長期借入金 1,994,094

1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 16,000

リ ー ス 債 務 1,807

未 払 法 人 税 等 258,723

賞 与 引 当 金 72,973

そ の 他 513,161

固 定 負 債 4,437,193

長 期 借 入 金 4,212,341

社 債 16,000

リ ー ス 債 務 1,365

そ の 他 207,486

負 債 合 計 8,457,381

純 資 産 の 部

株 主 資 本 5,526,203

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 1,500,411

利 益 剰 余 金 4,306,266

自 己 株 式 △380,474

その他の包括利益累計額 4,000

その他有価証券評価差額金 4,000

純 資 産 合 計 5,530,203

資 産 合 計 13,987,584 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,987,584

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2021年８月１日から
2022年７月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 11,160,825

売 上 原 価 8,890,851

売 上 総 利 益 2,269,974

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,153,556

営 業 利 益 1,116,417

営 業 外 収 益

受 取 利 息 26,934

違 約 金 収 入 3,275

損 害 賠 償 収 入 3,000

保 険 解 約 返 戻 金 1,775

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 10,000

そ の 他 4,637 49,623

営 業 外 費 用

支 払 利 息 158,022

支 払 手 数 料 74,620

そ の 他 734 233,377

経 常 利 益 932,664

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 3,691 3,691

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 928,973

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 312,928

法 人 税 等 調 整 額 △26,332 286,595

当 期 純 利 益 642,377

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,128

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 640,248

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2021年８月１日から
2022年７月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 100,000 1,495,610 3,854,929 △380,474 5,070,065

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純利益 640,248 640,248

剰 余 金 の 配 当 △188,910 △188,910

子会社株式の追加取得 4,800 4,800

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － 4,800 451,337 － 456,138

当 期 末 残 高 100,000 1,500,411 4,306,266 △380,474 5,526,203

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株主持分

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 1,100 1,100 13,840 5,085,005

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純利益 640,248

剰 余 金 の 配 当 △188,910

子会社株式の追加取得 4,800

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,900 2,900 △13,840 △10,940

当 期 変 動 額 合 計 2,900 2,900 △13,840 445,198

当 期 末 残 高 4,000 4,000 － 5,530,203

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

Ⅰ 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

Ⅱ 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ３社
連結子会社の名称 株式会社明豊プロパティーズ

株式会社ハウスセゾンエンタープライズ
株式会社ムーンアセット

２. 持分法の適用に関する事項
持分法適用会社の数 該当事項はありません。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの …… 決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）

市場価格のない株式等 …… 移動平均法による原価法
②棚卸資産の評価基準及び評価方法
イ.販売用不動産、
仕掛販売用不動産

……… 個別法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）

ロ.貯 蔵 品
(流動資産「その他」に含む)

……… 移動平均法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産 定率法
（リ ー ス 資 産 除 く）ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ
いては定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ７～50年

②無形固定資産 定額法
（リ ー ス 資 産 除 く）ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務

の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりで
あります。

①不動産分譲事業
不動産分譲事業においては、共同事業及び自社単独によるマンション分譲を行っております。

自社単独マンション分譲は顧客に財を引き渡した時点で履行義務は充足されると考え、当該時
点で収益を認識しております。
②不動産賃貸事業
不動産賃貸事業においては、住宅・事務所及び店舗等の賃貸並びに他者所有不動産に係る契

約関連業務及び建物管理業務を行っております。なお、住宅・事務所及び店舗等の賃貸に係る
収益は「リース取引に関する会計基準」に従って認識しております。契約関連業務及び建物管
理業務は入退去等契約の完了した時点で、建物管理業務はサービスの提供が完了した時点で、
それぞれ履行義務は充足されると考え、当該時点で収益を認識しております。
③不動産仲介事業
不動産仲介事業においては、不動産分譲事業に関連し発生するマンション用地等の仲介を行

っております。仲介事業は顧客における売買契約の成立時点で履行義務は充足されると考え、
当該時点で収益を認識しております。
④請負事業
請負事業においては、工事請負、リフォーム工事の施工を行っております。当該事業は工事

の進捗に従って当社の履行義務は充足されると考え、一定の期間にわたって収益を認識してお
ります。ただし、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点ま
での期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足し
た時点で収益を認識しております。

(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項
①繰延資産の処理方法
社債発行費は支出時に全額費用処理しております。

②消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、一括して投資その他の資産の「その他」に計

上して５年間均等償却し、販売費及び一般管理費に計上しております。
③連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。なお、翌連結会計年度から単体納税制度へ移行します。

④法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び連結子会社は従来連結納税制度を適用しておりましたが、当連結会計年度中にグル

ープ通算制度を適用しない旨の届出書を提出したことにより翌連結会計年度から単体納税制度
に移行することとなりました。これに伴い、法人税及び地方法人税に係る税効果会計について
は、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第
42号 2021年８月12日）に基づき、翌連結会計年度より単体納税制度を適用することを前提と
して会計処理及び開示を行っております。

なお、法人税及び地方法人税に関する会計処理及び開示については、当連結会計年度におい
ては連結納税制度が適用されていることから、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関
する当面の取扱い（その１）」（実務対応報告第５号 2018年２月16日）及び「連結納税制度を
適 用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その２）」(実務対応報告第７号 2018年
２月16日)に従っております。
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Ⅲ 会計方針の変更に関する注記
１. 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額
を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しており
ます。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに
従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用して
おりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(１)に定める方法を適用し、当連結会計年度の
期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、
会計処理を行い、その累積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当連結会計年度の損益及び利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資

産」に表示していた「売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金及び契約資産」として表示すること
といたしました。

２. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお当会計基準の適用による連結計算書類に与える影響額はありません。
また「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

等の注記を行うことといたしました。

Ⅳ 収益認識に関する注記
(1) 収益の分解

当社及び連結子会社は、不動産分譲事業、不動産賃貸事業、不動産仲介事業、請負事業、そ
の他の事業を営んでおります。不動産分譲事業の主な財又はサービスの種類と売上高は、当社
の主要ブランドである『MIJAS』『EL FARO』7,275,929千円、及びその他の分譲売上1,277,327千
円であります。不動産賃貸事業の主な財又はサービスの種類と売上高は、契約関連業務及び建
物管理業務529,785千円であります。不動産仲介事業の主な財又はサービスの種類と売上高は、
仲介業務28,555千円であります。請負事業の主な財又はサービスの種類と売上高は、工事請負
及びリフォーム工事497,517千円であります。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報
「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 ４．会計方針に関する
事項 (4) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等
当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重要な変

動は発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足(又は部分的に充
足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
②残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される

契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しており
ます。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はあ
りません。
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Ⅴ 会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連

結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものはありません。

Ⅵ 連結貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 50,133千円

２．担保に供している資産及びこれに対応する債務
(1) 担保に供している資産

販売用不動産 1,925,547千円
仕掛販売用不動産 5,938,962千円
建物 146,095千円
土地 428,215千円

計 8,438,821千円

(2) 上記に対応する債務
短期借入金 884,500千円
１年内返済予定の長期借入金 1,870,906千円
長期借入金 3,979,465千円

計 6,734,872千円

Ⅶ 連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度末
株式数(株)

発行済株式

普通株式 24,661,000 － － 24,661,000

自己株式

普通株式 1,047,160 － － 1,047,160

２．配当に関する事項
(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の金額

(千円)
1株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2021年10月27日
定時株主総会

普通株式 188,910 8.00 2021年7月31日 2021年10月28日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額
(千円)

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2022年10月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 188,910 8.00 2022年7月31日 2022年10月28日

３．当連結会計年度末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数
該当事項はありません。

― 29 ―

2022年09月27日 18時30分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



Ⅷ 金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業計画及び設備投資計画に基づき、必要な資金を主に銀行等金融機関からの
借入や社債の発行により調達しております。
(2）金融商品の内容及びそのリスク
売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
短期貸付金は、貸付先の財務状況、事業の進捗状況により回収が遅延するリスクに晒されており

ます。
投資有価証券は、主として株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されてお

ります。
長期貸付金及び長期未収入金は、従業員に対する長期貸付金と取引先に対する長期貸付金及び長

期未収入金であります。取引先に対する長期貸付金及び長期未収入金(以下、「長期債権」とい
う。)は、中国において不動産開発事業に出資をしている取引先に対する債権であり、中国経済の
減速、カントリーリスク及び当該不動産開発事業の進捗状況等による回収懸念リスク及び取引先の
信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
借入金及び社債の使途は主に運転資金であり、一部の長期借入金及び社債は金利変動リスクに晒

されております。
(3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権については、当社グループ社内管理規程に沿ってリスク低減を図っ
ております。また、各部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日
及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお
ります。
主要株主に対する債権については、当社グループ社内管理規程に沿って、財務部門が相手先の

状況を把握し、その使途、期日及び残高を管理するとともに、その他財務状況等に関する参考事
項を元に回収懸念の早期把握を行い、定期的に取締役会及び執行役員会に報告しております。

長期債権については、中国経済の動向及びカントリーリスクの分析、中国における不動産開発
事業の進捗状況の把握、及び取引先の財務諸表を入手し財務状況等の分析を行うことにより、回
収懸念の早期把握を行い、取締役会及び執行役員会に報告しております。

② 市場リスク（株価や金利等の変動リスク）の管理
当社グループは、投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況

等を把握し取締役会に報告しております。また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況
を継続的に見直しております。

借入金及び社債については、金融機関ごとに借入金利の一覧を作成し、借入金利の変動状況を
モニタリングしております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき管理部財務グループが適時に資金繰計画を作成・

更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2022年７月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。

（単位:千円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

投資有価証券

その他有価証券
19,800 20,560 760

長期債権

長期貸付金 428,349

長期未収入金 395,440

貸倒引当金(※2) △820,440

3,349 3,349 －

資産計 23,149 23,909 760

長期借入金(１年内返済予定の長期借入
金を含む)

6,206,436 6,163,246 △43,189

社債(１年内償還予定の社債を含む) 32,000 31,979 △20

負債計 6,238,436 6,195,225 △43,210

(※1) 「現金及び預金」「売掛金及び契約資産」「短期貸付金」「買掛金」「短期借入金」については、
現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであること
から、記載を省略しております。

(※2) 長期貸付金及び長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算
定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
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（１）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 18,500 － － 18,500

資産計 18,500 － － 18,500

（２） 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

その他 － 2,060 － 2,060

長期債権 － 3,349 － 3,349

資産計 － 5,409 － 5,409

長期借入金 － 6,163,246 － 6,163,246

社債 － 31,979 － 31,979

負債計 － 6,195,225 － 6,195,225

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は主に取引所の価格によっており、その時価をレベル１の時価に分類しております。
株式形態のゴルフ会員権の時価は取引所相場によっておりますが市場での取引頻度が低く活発な市

場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
長期債権(長期貸付金及び長期未収入金)
長期貸付金のうち、「従業員に対する長期貸付金」の時価については、元利金の合計額を同様の新

規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
その他の長期貸付金及び長期未収入金については、貸倒懸念債権であり、担保及び債務者の財務内

容に基づく回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定しております。
これらについては算定された時価はレベル２の時価に分類しております。

長期借入金、社債
長期借入金及び社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入又は社債の発行を行った

場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル２の時価に分類しておりま
す。
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Ⅸ １株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 234円19銭

２．１株当たり当期純利益 27円11銭

Ⅹ 重要な後発事象に関する注記
(取得による企業結合)

当社は、2022年８月25日開催の取締役会において、株式会社協栄組（以下「協栄組」とい
う。）の株式を取得することを決議し、2022年８月31日に株式を取得しております。

(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社協栄組
事業の内容 建築工事の請負他

② 企業結合を行った主な理由
協栄組は東京都世田谷区に本店を置く総合建設会社で、1952年の創業以来70年の社歴を有し

ております。
協栄組には多数の建築関連の有資格者や技術者が在籍しており、公共建築物、分譲マンショ

ン、商業建築物、大規模改修工事などの建設を中心に数多くの施工実績を有しております。
現在、当社グループは、当社及び連結子会社３社で構成されており、１棟投資用不動産の企

画・販売事業、不動産管理事業、工事請負事業等を展開しております。
特に当社子会社である株式会社明豊プロパティーズは、当社の主力商品である新築１棟投資

用賃貸住宅『MIJAS（ミハス）』『EL FARO（エルファーロ）』シリーズを、年間５～６棟を建築し
ておりますが、これからの建設技術者の人手不足や高齢化問題、建設費の高騰等に対応してい
くと共に、今後、当社が更に供給棟数を増加させ、売上規模の拡大を図る為には、継続的、か
つ、安定的な請負が可能な建設会社の確保が必要となります。協栄組の当社グループへの参画
がこの点において大きく寄与するものと考えております。
また、当社グループと商業建築事業や不動産開発事業で協働し、設計施工技術の共有を図る

と共に、当社グループにおける技術者を中心とした人材交流等により、グループ全体での建設
技術の向上や売上規模の拡大が可能となります。

以上の理由から、協栄組の子会社化が今後の当社グループの事業基盤の充実及び中長期的な
事業拡大に寄与するものと判断し、株式取得を行うことといたしました。
③ 企業結合日
2022年８月31日（株式取得日）
2022年９月30日（みなし取得日）

④ 企業結合の法的形式
株式取得

⑤ 結合後企業の名称
変更ありません。

⑥ 取得した議決権比率
92％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
相手先との守秘義務契約により、非開示とさせていただきます。

(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。

(4) 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

Ⅺ その他の注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
(2022年７月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

仕 掛 販 売 用 不 動 産

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

従業員に対する長期貸付金

長 期 未 収 入 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

10,061,175

2,421,065

2,163

1,157,267

5,938,962

1,940

178,421

13,970

51,581

295,803

261,544

32,972

22,571

9,173

1,228

16

16

228,555

18,500

82,769

425,000

3,349

395,440

52,207

71,728

△820,440

流 動 負 債

買 掛 金

短 期 借 入 金

1年内返済予定の長期借入金

1年内償還予定の社債

リ ー ス 債 務

未 払 金

未 払 費 用

前 受 金

預 り 金

賞 与 引 当 金

未 払 法 人 税 等

そ の 他

固 定 負 債

長 期 借 入 金

社 債

リ ー ス 債 務

預 り 保 証 金

3,302,838

85,825

884,500

1,942,688

16,000

1,179

22,269

8,454

10,117

28,608

53,325

246,179

3,691

3,145,724

3,108,876

16,000

198

20,649

負 債 合 計 6,448,562

純 資 産 の 部

株 主 資 本 3,870,157

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 1,488,913

そ の 他 資 本 剰 余 金 1,488,913

利 益 剰 余 金 2,661,718

利 益 準 備 金 25,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 2,636,718

繰 越 利 益 剰 余 金 2,636,718

自 己 株 式 △380,474

評価・換算差額等 4,000

その他有価証券評価差額金 4,000

純 資 産 合 計 3,874,157

資 産 合 計 10,322,720 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,322,720

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2021年８月１日から
2022年７月31日まで)

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 8,585,215

売 上 原 価 7,033,588

売 上 総 利 益 1,551,626

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 662,484

営 業 利 益 889,141

営 業 外 収 益

受 取 利 息 686

受 取 配 当 金 930,818

保 険 解 約 返 戻 金 1,770

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 10,000

そ の 他 3,157 946,431

営 業 外 費 用

支 払 利 息 147,135

支 払 手 数 料 73,083

そ の 他 734 220,953

経 常 利 益 1,614,619

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,906 1,906

税 引 前 当 期 純 利 益 1,612,713

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 237,571

法 人 税 等 調 整 額 △29,944 207,626

当 期 純 利 益 1,405,087

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2021年８月１日から
2022年７月31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

その他資本剰余金 資本剰余金合計 利 益 準 備 金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 100,000 1,488,913 1,488,913 25,000 1,420,542 1,445,542

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 1,405,087 1,405,087

剰 余 金 の 配 当 △188,910 △188,910

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 1,216,176 1,216,176

当 期 末 残 高 100,000 1,488,913 1,488,913 25,000 2,636,718 2,661,718

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △380,474 2,653,980 1,100 1,100 2,655,080

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 1,405,087 1,405,087

剰 余 金 の 配 当 △188,910 △188,910

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,900 2,900 2,900

当 期 変 動 額 合 計 － 1,216,176 2,900 2,900 1,219,076

当 期 末 残 高 △380,474 3,870,157 4,000 4,000 3,874,157

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

Ⅰ 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

Ⅱ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子 会 社 株 式 及 び
関 連 会 社 株 式

………移動平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの ………決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）

市場価格のない株式等 ………移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
①販売用不動産、
仕掛販売用不動産

………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）

②貯 蔵 品 ………移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 定率法
（リ ー ス 資 産 除 く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物
については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ８～50年
工具器具備品 ４～15年

(2)無形固定資産 定額法
（リ ー ス 資 産 除 く） ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法によっております。
(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

３． 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

４． 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)不動産分譲事業

不動産分譲事業においては、共同事業及び自社単独によるマンション分譲を行っております。
自社単独マンション分譲は顧客に財を引き渡した時点で履行義務は充足されると考え、当該時点
で収益を認識しております。

(2)不動産賃貸事業
当社における不動産賃貸事業に係る収益は「リース取引に関する会計基準」に従って認識して

おります。
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(3)不動産仲介事業
不動産仲介事業においては、不動産分譲事業に関連し発生するマンション用地等の仲介を行っ

ております。仲介事業は顧客における売買契約の成立時点で履行義務は充足されると考え、当該
時点で収益を認識しております。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1)繰延資産の処理方法

社債発行費は支出時に全額費用処理しております。
(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、一括して投資その他の資産の「その他」に計
上して５年間均等償却し、販売費及び一般管理費に計上しております。

(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。なお、翌事業年度から単体納税制度へ移行します。

(4)法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は従来連結納税制度を適用しておりましたが、当事業年度中にグループ通算制度を適用

しない旨の届出書を提出したことにより翌事業年度から単体納税制度に移行することとなりま
した。これに伴い、法人税及び地方法人税に係る税効果会計については、「グループ通算制度を
適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に
基づき、翌事業年度より単体納税制度を適用することを前提として会計処理及び開示を行って
おります。
なお、法人税及び地方法人税に関する会計処理及び開示については、当事業年度においては

連結納税制度が適用されていることから、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する
当面の扱い（その１）」（実務対応報告第５号 2018年２月16日）及び「連結納税制度を適用す
る場合の税効果会計に関する当面の扱い（その２）」(実務対応報告第７号 2018年２月16日)
に従っております。

Ⅲ 会計方針の変更に関する注記
１. 収益認識に関する会計基準等の適用

「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。た
だし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱い
に従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準第86項また書き(１)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに
行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、
その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の損益及び利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。

２. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時
価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお当会計基準の適用による計算書類に与える影響額はありません。
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Ⅳ 収益認識に関する注記
(1) 収益を理解するための基礎となる情報
「Ⅱ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ４．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりであります。

Ⅴ 会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に

係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものはありません。

Ⅵ 貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額

9,914千円

２．担保に供している資産及びこれに対応する債務
(1) 担保に供している資産

販売用不動産 1,033,582千円
仕掛販売用不動産 5,938,962千円

計 6,972,544千円

(2) 上記に対応する債務の金額
短期借入金 884,500千円
１年内返済予定の長期借入金 1,819,500千円
長期借入金 2,876,000千円

計 5,580,000千円

３．関係会社に対する金銭債権債務
区分掲記したものを除き関係会社に対する金銭債権債務は以下のとおりであります。
短期金銭債権 71,515千円

短期金銭債務 1,474千円

長期金銭債務 20,649千円

４．保証債務
下記の連結子会社の金融機関からの借入に対して、債務保証を行っております。
株式会社明豊プロパティーズ 267,472千円

株式会社ムーンアセット 377,400千円

Ⅶ 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引

仕入高 78,358千円
営業取引以外の取引 924,968千円

Ⅷ 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

自己株式

普通株式 1,047,160 － － 1,047,160

― 39 ―

2022年09月27日 18時30分 $FOLDER; 39ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



Ⅸ 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（繰延税金資産）
貸倒引当金 283,872千円
投資有価証券 16,203千円
その他 51,150千円
繰延税金資産小計 351,226千円
評価性引当額 △299,018千円
繰延税金資産合計 52,207千円

Ⅹ 関連当事者との取引に関する注記

（１）子会社等
(単位：千円)

属性 会社等の名称

議決権
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
㈱明豊プロパ
ティーズ

直接
100％

役員の兼任
債務保証
工事の発注

配当金の受取
（注）２

100,000 ― ―

債務保証
（注）３

267,472 ― ―

工事の発注
（注）４

367,906

販売用不動産 1,000

仕掛販売用
不動産

366,906

連結納税による
個別帰属額
（注）５

25,171 未収入金 25,171

子会社
㈱ハウスセゾ
ンエンタープ
ライズ

直接100％
資金の借入
役員の兼任

資金の借入
（注）1

730,000 短期借入金 ―

借入の弁済 730,000 ― ―

利息の支払
（注）1

5,520 ― ―

配当金の受取
（注）２

830,200 ― ―

連結納税による
個別帰属額
（注）５

22,898 未収入金 22,898

子会社
㈱ムーンアセ
ット

直接100％ 債務保証
債務保証
（注）６

377,400 ― ―

上記金額には消費税等は含まれておりません。
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) １．資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

２．配当金の受取については、子会社の株主総会等の機関決定された金額によっております。

３．㈱明豊プロパティーズの金融機関からの金銭消費貸借契約に対して、債務保証を行ってお
ります。なお、債務保証の取引金額は、2022年7月31日の借入残高を記載しております。ま
た、保証料の支払は受けておりません。

４．工事の発注については、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

５．連結納税個別帰属額は、当社の連結納税額計算に基づき配分しております。

６．㈱ムーンアセットの金融機関からの金銭消費貸借契約に対して、債務保証を行っておりま
す。なお、債務保証の取引金額は、2022年７月31日の借入残高を記載しております。また、
保証料の支払は受けておりません。

（２）役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

(単位：千円)

種類
会社等の
名称

又は氏名

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額 科目 期末残高

役員 矢吹 満
当社

代表取締役
会長

（被所有）
直接 30.69

債務被保証 債務被保証 104,024 － －

上記金額には消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注） 当社の金融機関からの金銭消費貸借契約に対して、債務保証を受けております。なお債務

被保証の取引金額は、2022年7月31日の借入残高を記載しております。また、保証料の支払
は行っておりません。

Ⅺ １株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 164円06銭
２．１株当たり当期純利益 59円50銭

Ⅻ 重要な後発事象に関する注記

(取得による企業結合)
当社は、2022年８月25日開催の取締役会において、株式会社協栄組（以下「協栄組」という。）の

株式を取得することを決議し、2022年８月31日に株式を取得しております。
(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社協栄組
事業の内容 建築工事の請負他

② 企業結合を行った主な理由
協栄組は東京都世田谷区に本店を置く総合建設会社で、1952年の創業以来70年の社歴を有し

ております。
協栄組には多数の建築関連の有資格者や技術者が在籍しており、公共建築物、分譲マンショ

ン、商業建築物、大規模改修工事などの建設を中心に数多くの施工実績を有しております。
現在、当社グループは、当社及び連結子会社３社で構成されており、１棟投資用不動産の企

画・販売事業、不動産管理事業、工事請負事業等を展開しております。
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特に当社子会社である株式会社明豊プロパティーズは、当社の主力商品である新築１棟投資
用賃貸住宅『MIJAS（ミハス）』『EL FARO（エルファーロ）』シリーズを、年間５～６棟を建築し
ておりますが、これからの建設技術者の人手不足や高齢化問題、建設費の高騰等に対応してい
くと共に、今後、当社が更に供給棟数を増加させ、売上規模の拡大を図る為には、継続的、か
つ、安定的な請負が可能な建設会社の確保が必要となります。協栄組の当社グループへの参画
がこの点において大きく寄与するものと考えております。
また、当社グループと商業建築事業や不動産開発事業で協働し、設計施工技術の共有を図る

と共に、当社グループにおける技術者を中心とした人材交流等により、グループ全体での建設
技術の向上や売上規模の拡大が可能となります。

以上の理由から、協栄組の子会社化が今後の当社グループの事業基盤の充実及び中長期的な
事業拡大に寄与するものと判断し、株式取得を行うことといたしました。
③ 企業結合日
2022年８月31日（株式取得日）
2022年９月30日（みなし取得日）

④ 企業結合の法的形式
株式取得

⑤ 結合後企業の名称
変更ありません。

⑥ 取得した議決権比率
92％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
相手先との守秘義務契約により、非開示とさせていただきます。

(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。

(4) 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

ⅩⅢ その他の注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2022年９月21日

株式会社明豊エンタープライズ
取締役会 御中

城南監査法人
東京都渋谷区

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 山 川 貴 生

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 塩 野 治 夫

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社明豊エンタープライズの

2021年８月１日から2022年７月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、株式会社明豊エンタープライズ及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2022年８月25日開催の

取締役会において、株式会社協栄組の株式を取得することを決議し、2022年８月31日に株
式を取得している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の

記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容
の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれてお
らず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の
過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識
との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断し
た場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判
断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類
の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監
督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び
阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2022年９月21日

株式会社明豊エンタープライズ
取締役会 御中

城南監査法人
東京都渋谷区

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 山 川 貴 生

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 塩 野 治 夫

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社明豊エンタープライ
ズの2021年８月１日から2022年７月31日までの第54期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、2022年８月25日開催の取締

役会において、株式会社協栄組の株式を取得することを決議し、2022年８月31日に株式を取得
している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載

内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プ
ロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に
重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計

算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対
して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構
成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを
評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。
以上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2021年８月1日から2022年７月31日までの第54期事業年度における取締役の職
務の執行について監査致しました。その方法及び結果につき以下のとおり報告致します。
１．監査の方法およびその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議
の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使
用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施致しました。

監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重
要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査致しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断
及びその理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検
討を加えました。

会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審
議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討致しました。

２．監査の結果
１）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人城南公認会計士共同事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

３）連結計算書類の監査結果
会計監査人城南公認会計士共同事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年９月22日
株式会社明豊エンタープライズ監査等委員会

監査等委員長 萱 野 唯
監 査 等 委 員 島 村 和 也
監 査 等 委 員 木 村 鉄 三
監 査 等 委 員 山 本 泰 史
監 査 等 委 員 松 本 悠 平

(注) 監査等委員 萱野唯、島村和也、木村鉄三、山本泰史、及び松本悠平は、会社法第2条第15号
及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

剰余金の処分につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いた

しまして、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき８円00銭

配当総額 188,910,720円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年10月28日

第２号議案 定款一部変更の件

１．変更の理由 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条

ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されたので、株主総会資料の

電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

(１) 変更案第17条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子

提供措置をとる旨を定めるものであります。

(２) 変更案第17条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事

項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

(３) 参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第17条）は不

要となるため、これを削除するものであります。

(４) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものでありま

す。
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２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

（参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）
第17条
当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会
参考書類、事業報告、計算書類および連結計
算書類に記載または表示をすべき事項に係る
情報を、法務省令の定めるところにより、イ
ンターネットを利用する方法で開示すること
により、株主に対して提供したものとみなす
ことができる。

＜新設＞

＜削除＞

（電子提供措置等）
第17条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類等の内容である情報について、電子
提供措置をとるものとする。
２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部または一部につ
いて、書面の交付を請求した株主に対して交
付する書面に記載することを要しないものと
する。

＜新設＞

（附則）
第２条
2022 年９月１日 から６か月を経過した日、
もしくは同年９月１日から６か月以内に開催
する最後の株主総会の日から３か月を経過し
た日のいずれか遅い日まで、次の定めを有す
るものとする。

当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類、事業報告、計算書類および連結
計算書類に記載または表示をすべき事項に係
る情報を、法務省令に定めるところに従いイ
ンターネットを利用する方法で開示すること
により、株主に対して提供したものとみなす
ことができる。
２ 本附則は、前項で定めるいずれか遅い日
をもってこれを削除する。
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

本総会終結のときをもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、

本議案において同じです。）全員（３名）が任期満了となりますので、取締役３名の選

任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１
や ぶき みつる

矢 吹 満
(1969年９月５日生)

2000年８月 ㈱麻布ビルディング
代表取締役社長（現任）

普通株式

7,246,400
株

2007年３月 ランド･キャピタルパートナーズ㈱
代表取締役社長（現任）

2020年９月 当社代表取締役会長（現任）

（現在に至る）

（重要な兼職の状況）

㈱麻布ビルディング 代表取締役社長

ランド･キャピタルパートナーズ㈱ 代表取締役社長

２
やす だ しゅん じ
安 田 俊 治

(1960年１月６日生)

1983年４月 大豊建設㈱入社

普通株式
6,900株

2003年10月 同社経営企画室経営企画課長
兼 法務課長

2006年４月 当社入社

2008年８月 当社執行役員 法務部長

2010年10月 当社取締役 管理部長

2012年２月 当社執行役員 管理部長

2015年８月
㈱ハウスセゾンエンタープライズ
監査役

2015年10月 当社取締役執行役員 管理担当

2017年10月 当社取締役常務執行役員 管理部長

2017年10月
㈱ハウスセゾンエンタープライズ
取締役

2020年９月 ㈱明豊プロパティーズ 監査役（現任）

2020年９月
㈱ハウスセゾンエンタープライズ
監査役（現任）

2021年10月
当社取締役専務執行役員 管理担当（現
任）

2022年９月 ㈱協栄組 取締役（現任）

（現在に至る）

（重要な兼職の状況）

㈱明豊プロパティーズ 監査役

㈱ハウスセゾンエンタープライズ 監査役

㈱協栄組 取締役
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

３
よし だ しげ き

吉 田 茂 樹
(1957年8月17日生)

1980年４月 日本新都市開発㈱入社

普通株式
20,900株

1982年７月 近鉄不動産㈱入社

2002年６月 近鉄不動産㈱ 首都圏事業本部部長

2013年６月 近鉄不動産㈱執行役員 名古屋支店 支
店長

2015年６月 当社入社 営業統括部長

2016年８月 当社執行役員営業本部長（現任）

2021年10月 ㈱明豊プロパティーズ 取締役（現任）

2022年９月 ㈱協栄組 取締役（現任）

（現在に至る）

（重要な兼職の状況）

㈱明豊プロパティーズ 取締役

㈱協栄組 取締役

(注) １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる
請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により填補する
こととしております。候補者が選任され、就任した場合には、当該保険契約の被保険者に
含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

本総会終結のときをもって、監査等委員である取締役３名が任期満了となりますの

で、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議

案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当
(重要な兼職の状況)

所有する
当 社 の
株 式 数

１
かや の ゆい

萱 野 唯
(1985年４月28日生)

2013年12月 弁護士登録

-

2013年12月 ヴァスコ･ダ･ガマ法律会計事務所 入所

2020年１月 同事務所 パートナー（現任）

2020年10月 当社取締役（監査等委員）（現任）

（現在に至る）

（重要な兼職の状況）

ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 パートナー

２
き むら てつ ぞう

木 村 鉄 三
(1970年２月13日生)

1993年４月 ㈱鏡不動産 入社

普通株式
500,000

株

1995年２月 ㈲翔栄 設立 代表取締役

2006年４月 ㈱ランドサポート 取締役

2008年１月 ㈱翔栄 代表取締役（現任）

2020年10月 当社取締役（監査等委員）（現任）

（現在に至る）

（重要な兼職の状況）

㈱翔栄 代表取締役

３
やま もと たい じ

山 本 泰 史
(1976年６月19日生)

2001年４月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社

-

2008年１月 ㈱ローン・スター・ジャパン・アクイジ
ッションズ 入社

2013年９月 ㈱シグマクシス 入社

2015年４月 ㈱SXA 転籍

2020年10月 当社取締役（監査等委員）（現任）

（現在に至る）

（重要な兼職の状況）

㈱SXA 代表取締役

(注) １．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
なお、当社は山本泰史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引
所に届け出ております。

２．萱野唯、木村鉄三、山本泰史の各氏は、社外取締役候補者であります。
３．萱野唯、木村鉄三、山本泰史の各氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありま

すが、監査等委員としての社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって２年となり
ます。

４．萱野唯、木村鉄三、山本泰史の各氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであり
ます。

萱野唯氏につきましては、弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門
性を有しております。社外取締役に就任された場合に法律に関する専門家として、経営か
ら独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、
監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
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木村鉄三氏につきましては、社外取締役に就任された場合に、経営者として長年培って
きた経験を当社の監査等委員会体制に活かしていただくため、監査等委員である社外取締
役として選任をお願いするものであります。

山本泰史氏につきましては、社外取締役に就任された場合に、複数の企業で培ってきた
経験と幅広い見識を中立的及び客観的な立場から当社の監査等委員会体制に活かしていた
だくため、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

５．各候補者は、当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員ではなく、また過去10年間
に当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であったこともありません。

６．各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定は
なく、また過去２年間に受けていたこともありません。

７．各候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内
の親族その他これに準ずるものではありません。

８．各候補者は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が
権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったものでは
ありません。

９．当社は萱野唯、木村鉄三、山本泰史の各氏との間で法令に定める額を限度として賠償責任
を限定する責任限定契約を締結いたしております。各氏が再任された場合、上記責任限定
契約を継続する予定であります。

10．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる
請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により填補する
こととしております。候補者が選任され、就任した場合には、当該保険契約の被保険者に
含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

（参 考）
当社が取締役（現任／候補者）に期待する専門性と経験（スキルマトリックス）

地位 氏名 属性
在任
年数

取締役（現任／候補者）に期待する分野※

企業経営
営業

事業戦略

法務
コンプラ
リスク管理

人事
労務

人材開発

会計
財務

ESG

代表取締役
会長

矢吹 満 再 任 ２年 ● ● ●

専務
取締役

安田 俊治 再 任 ７年 ● ● ●

取締役 吉田 茂樹 新 任 - ●

社外取締役 萱野 唯 再 任 ２年 ● ● ●

社外取締役 島村 和也 現 任 独立役員 ３年 ● ● ●

社外取締役 木村 鉄三 再 任 ２年 ● ● ●

社外取締役 山本 泰史 再 任 独立役員 ２年 ● ● ●

社外取締役 松本 悠平 現 任 １年 ● ● ●

※取締役（現任／候補者）に期待する分野を主要３項目までを記載しております。
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第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらか

じめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。

また、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、

取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。

補欠監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

氏 名

(生 年 月 日)
略歴および重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

うちはし とおる

内 橋 徹

(1978年11月27日生)

2007年９月 弁護士登録

-

2007年９月 田宮合同法律事務所入所

2008年３月 日本弁護士連合会代議員

2011年４月 第二東京弁護士会常議員

2018年４月 第二東京弁護士会常議員

（現在に至る）

(注) １．補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．内橋徹氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
３．内橋徹氏を、補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は

以下のとおりであります。
(1) 補欠の監査等委員である社外取締役候補者とする理由について

内橋徹氏につきましては、弁護士として培われた経験と専門的知識を社外取締役に就
任された場合に、当社の監査等委員会体制に活かしていただくため、補欠の監査等委員
である社外取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 監査等委員である取締役として職務を適切に遂行することができると判断する理由及び
期待される役割について
内橋徹氏は、弁護士としての豊かな経験を活かして、当社の監査等委員である社外取

締役として経営全般の監視と有効な助言をいただけるものと期待し、補欠の監査等委員
である取締役として選任をお願いするものであります。

４．候補者は、当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員ではなく、また過去10年間に
当社の特定関係事業者の業務執行者若しくは役員であったこともありません。

５．候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はな
く、また過去２年間に受けていたこともありません。

６．候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の
親族その他これに準ずるものではありません。

７．候補者は、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権
利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったものではあ
りません。

８．候補者が監査等委員である取締役に就任した場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。

９．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる
請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険契約により填補する
こととしております。候補者が選任され、就任した場合には、当該保険契約の被保険者に
含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以 上
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〈メ モ 欄〉

2022年09月27日 18時30分 $FOLDER; 55ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



天下一品天下一品

三井住友銀行

買取大吉買取大吉

うなぎ鮒一うなぎ鮒一

セブンイレブンセブンイレブン

ローソン
野方ホープ野方ホープ

ローソン

ローソン

鳥芳

明治安田
生命目黒ビル

明治安田
生命目黒ビル

りそな銀行
大鳥出張所
りそな銀行
大鳥出張所

西口

明豊エンタープライズ

目
黒
川

ココカラファインココカラファイン

目黒通り

目
黒
駅

目黒新橋

山
手
通
り

大鳥神社

至 

五
反
田

至 

五
反
田

至 

恵
比
寿

至 

恵
比
寿

交番

大鳥神社

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

【会場】 東京都目黒区目黒二丁目10番11号

目黒山手プレイス ９階 明豊エンタープライズ本社 会議室

TEL 03-5434-7650

■ルート
徒歩：「目黒駅」(ＪＲ山手線、東急目黒線、地下鉄南北線・三田線)より８分
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